
許 可番 号 第 00110009491号

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可 証

住 所 本L幌市中央区北四条西四丁 目 1番地

氏 名 株式会社鈴木商会 代表取締役 駒谷 僚

北海道知事  鈴木

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であることを証する。
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許 可 の 年 月 日

許可の有効年月 日

令和 2年 (2020年 )9月 13日

令和 9年 (2027年 )9月 12日
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許可番号
許可番号
積替 え許可

年
年
年

３

５

８

９

９

９

９

９

９

新

年

年

年

更

５

７

０

ヽ
ノ

‘
ｔ
′
　
　
‐
」

′ν　　　　　　ｌＪ

可
成
成
成

許
平
平
平

4

1。 事業の範囲
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ リ、廃プラスチック類、紙 くず、本 くず、繊維 くず、ゴム くず、

金属 くず、ガラス くず、 コンク リー トくず及び陶磁器 くず、鉱 さい、がれ き類、ばい じん。
以上、石綿含有産業廃棄物であるものを含む。また、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含み、
汚泥、廃酸及び廃アルカ リについては水銀含有ばい じん等であるものを含む。積替保管あり。以
下余白。

2。 積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所 ごとの積替え又は保管を
行 う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ

第 2面、第 3面、第 4面及び第 5面に記載のとお り。 以下余 白。

3。 許可の条件
***************

又は変更の状況

【小樽市】
廃酸、廃アルカリの追加。)

【小樽市】
移管
汚泥、廃油の追加。)

鉱 さい、ばい じんの追加。)

5。 積替え許可の有無
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6.規則第 9条の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無 去1。/硫口 じヽソ
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令和 7年 (2025年 )1月  7 日 許可証書換交付 (積替保管施設の変更)  (石 狩振興局 )

『I11ド學1■¬卜lE



施設の種類
設置場所

麟廃酸。
保管上限

翡霜叫中央三丁目750番地7
1. 2 1 m2 

0. 

施設の種類
設置場所

闘・廃アルカリ
保管上限

゜
o.

2 5 m
3 

霜開賃砥中央三丁目750番地7
1. 21m2 

2 5 m
3 

施設の種類
設置場所

闘
．覧 9 只只恩嘉贔｀｀Q喜： スくず、

堡管上限 1 7 
晶さ 2. 

石狩た呆3
石狩晶港2中央三丁目750番地7
8. 0 0 ni

.
,.1. 

,_I

施設の種類
設置場所

鱈
・廃油。

保管上限

霜靡翡贔中央三丁目750番地7
1. 40rrf

0. 7 5 m
3 

詞霜慮2r:p央三丁目750番地7
8. 0 0 m

詞慧賃慮中央三丁目750番地7
2. 88rri

石狩戸呆7
石狩昇枷港中央三丁目74嘩地1
43. 68rri

施設の種類
設置場所

・廃プラ スチック類。

石狩評呆8
石狩昇枷港中衷三丁目74嘩地1
31. 20ni

許 可 番 号
許可業者の名称

施設の種類
設置場所

“廃酸。
保管上限

第00 1 1 0 0 0 9 4 9 1号
株式会社鈴木商会

十勝積保1
河西郡芽室町東芽室北1線8番地1
1. 5 0 m2 

0. 

施設の種類
設置場所

・廃アルカリ。
保管上限 l.

5 0 m3 

十勝積保2
河西郡芽室町東芽室北1線8番地1
2. 30ni

0 0 m3 

施設の種類
設置場所

闘
・廃プラ ス チック類 、 金属くず。

保管上限 1 0 6. 9 2 m3 

高さ 3. 1 3 m

十勝積保3
河西郡芽室町亭芽室北1線8番地1
5 5 .  63rri 

施設の種類
設置場所

闘
・

密：多う竺［［息、及會雷直贔g くガ；：
スく

ず
保管上限 1 2 

十勝積保4
河西郡芽室町東芽室北1線8番地1
16. OOrri

施設の種類
設置場所

瓢
・廃プラ スチ どヽ、ク

塁
、 紙く、 ず、 木くず、 繊維く

す、 ゴ ム くす ，属くす ガラ スくず、 コ ン
クリ ー トく ず及び陶磁器＜ず 、 がれき類。
堡管上限 2 8 5. 8 4 m3 

晶さ 3. 6 0 m

施設の種類
設置場所

闘
・廃プラ スチック類 、 金属くず、 ガラ スくず

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず （水銀使
用製品産業廃棄物を貪む。）。
保管上限 9. 7 2 m

施設の種類
設置場所

闘
．汚泥 廃プラスチック雙 、 金属 くず （水銀

使用製品産業廃棄物を改む。）。
保管上限 0. 207rri 

施設の種類
設置場所

麟
・｛弓泥 廃プラ スチック雙 、 金属 くず （水銀

使用製品産業廃棄物を3 己む。）。
保管上限 2. 0 0 m 

施設の種類
設置場所

麟
・廃プラ スチック類、金属 くず ガラ スくず

コ ンクリ ー トくす及び陶磁器＜ず （水銀使
用製品産業廃棄物を含鯰。）。
保管上限 0. 328rri

施設の種類
設置場所

麟・廃プラ ス チック類。
堡管上限 8 5 .  1 7 m

3 

晶さ 3. 9 0 m

十勝積保5
河西郡芽室町東芽室北1線8番地1
134. lOrri

十勝積保6
河西郡芽室町東芽室北1線8番地1
1. 0 0可

十勝積保7
河西郡芽室町東芽室北1線8番地l
1. 0 0吋

第3面へ続 く。以下余白。

保管上限
高さ

60. 84ni
3. 9 0 m

令和7年(20 2 5年） ー 月 7 日 許可証書換交付（積替保管施設の変更） （石狩振興局）



（第3面）
産業廃棄物収集運搬業許可証

許 可 番 号
許可業者の名称

施設の種類
設置場所

第00 1 1 0 0 0 9 4 9 1号
株式会社鈴木商会

認・廃プラスチック類、 木くず、 ゴ ムくず、 金
属くず、 ガラスくず、 コ ンクリ ー トくず及
び陶磁器くず。
堡管上限 1 0 7. 6 3 m3 

晶

さ

3. 5 m

施設の種類
設置場所
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施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、 金属くず、 ガラスくず、

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず。
保管上限 5. 7 6 m3 

施設の種類
設置場所

深川積保1
雨竜郡妹背牛町字妹背牛22 6番
1 9 
4 8. lm 2 

深JI I積保2
雨竜郡妹背牛町字妹背牛22 6番
1 9 

5 4. 0 2 rr? 

施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、 金属くず、 ガラスくず、

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず（水銀使用
製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 119. 20ni

施設の種類
設置場所

霜
・廃プラスチック類、 金属くず、 ガラスくず、

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず。
保管上限 151. 20rrf
高

さ

4. 0 5 m

施設の種類
設置場所

認
．汚泥、 廃プラスチック類、 金属くず （水銀

使用製品産業廃棄物を含む。） 。
保管上限 0. 2 4 3 m3 

深川積保3
雨竜郡妹背牛町字妹背牛22 6番
1 9 
6. 2 4 m2 

施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、 金属くず、 ガラ

ス

くず
コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず。
保管上限 11. 92ni

深川積保4
雨竜郡妹背牛町字妹背牛22 6番
1 9 
3. 36rrf

謬
・廃プラスチック類、 金属くず、 ガラス＜

す、 コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず（水銀
使用製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 1. 9 9 2 ni

施設の種類
設置場所

深川積保5
雨竜郡妹背牛町字妹背牛22 6番
1 9 

0. 64m2

施設の種類
設置場所

冒悶
‘‘ 

•木くす。
保管上限

第4

面

へ続く。

室蘭積保1
室蘭市東町3丁目1番1 0号
59. 60m2

室蘭積保2
室蘭市東町3丁目1番1 0号
6 3. 7 0 m2 

室蘭積保3
室蘭市東町3丁目1番1 0号
1. 0 0 m2 

室蘭積保4
室蘭市東町3丁目1番1 0号
9. 0 0 m2 

1 2. 6 0 m3 

苫小牧積保1
苫小牧市晴海町1 7番地3
6. 4 4 m2 

以下余白。

昇
．汚泥、 廃プラスチック類、 金属くず （水銀

使用製品産業廃棄物を含む。） 。
保管上限 0. 1 0 8 m

3 

令和7年(20 2 5年） ー月 7
 

日 許可証書換交付（積替保管施設の変更） （石狩振興局）



（第4面）
産業廃棄物収集運搬業許可証

許 可 番 号
許可業者の名称

施設の種類
設置場所

闘
・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず（水銀使用
製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 15. 93rrf

苫小牧積保2
苫小牧市晴海町1 7番地 3
13. 80ni

施設の種類
設置場所

闘
・廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維

くす、 ゴ ムくす、金属くず、ガラスくす、 コ

ンクリ ー トくず及び陶磁器くず、がれき類。
堡管上限 5 2. 7 2 m3 

晶さ 2. 6 0 m

施設の種類
設置場所

認
・｛芍泥、 廃プラスチック類、 金属くず（水銀

使用製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 0. 6 48nf

施設の種類
設置場所

闘
．汚泥、廃プラスチック類、金属くず（水銀

使用製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 0. 18 4nf

苫小牧 積保3
苫小牧市晴海町1 7番地3
2. 7 6 m2 

釧路積保4
釧路市星が浦南3丁目2番9
2. 40 5rrf

施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、金属くず。

堡管上限 7 9. 1 6 m3 

晶さ 2. 5 0 m

苫小牧積保4
苫小牧市晴海町1 7番地3
8 0. o o m2 

芦コ`‘’し'
ー ・ → ・ コ

ビL』

・ リL. ,, -... 
..= · • 

；ーぷ之：

湘i
施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラ
スくず、 コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず。
堡管上限 3 6. 5 2 m3 

晶さ l. 6 2 5m

苫小牧積保 5
苫小牧市晴海町1 7番地3
5 2. 0 0 m2 北見積保1

北見市小泉752番2 1 
33. 30rrf

施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず。
保管上限 38. 88rri'

釧路積保1
釧路市星が浦南3丁目2 番9
14. 76rri

施設の種類
設置場所

謬
・廃プラスチック類、金属くず。

堡管上限 5 2. 0 5 m 
晶さ 2. 6 0 m

釧路積保2
釧路市星が浦南3丁目2番9
40. 0 40rrf

第00 1 1 0 0 0 9 4 9 1号
株式会社鈴木商会

釧路積保3
釧路市星が浦南3丁目2番9
40. 5 60m2 

施設の種類
設置場所

霜悶
・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず（水銀使
用製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 1. 992rrf

釧路積保 5
釧路市星が浦南3丁目2番9
3. 600rrf

施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、 ゴ ムくず、 木くず、金

属くず、ガラスくず、 コ ンクリ ー トくず及
び陶磁器くず、がれき類。
堡管上限 2 6. 6 6 m3 

晶さ 0. 9 7 m

施設の種類
設置場所

認
・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず（水銀使
用製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 2. 0 0 m3 

北見積保2
北見市小泉752番21 
2. oo rrf 

施設の種類
設置場所

認
• {号泥、 廃プラスチック類、金属くず

銀使用製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 0. 23 4rrf

北見積保3
北見市小泉752番21 
1. 0 0 m2 
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第 5面へ続く。 以下余白。

令和7年(20 2 5 年） ー 月 7 日 許可証書換交付（積替保管施設の変更） （石狩振興局）



（第5面）
産業廃棄物収集運搬業許可証

許 可 番 号
許可業者の名称

第00 1 1 0 0 0 9 4 9 1号
株式会社鈴木商会

施設の種類
設置場所

闘
・廃プラスチック類、 金属くず、 ガラスくず

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず。
保管上限 175. oo nf
高さ 2. 5 0 m

利尻積保1
利尻郡利尻町沓形字新湊17 9番地
1 8 0. 0 0 m2 

施設の種類
設置場所

麟
．汚泥 廃プラスチック類、 紙くず、 木くず、

繊維ミず、 ゴムくず、 金属くず、 ガラスくず、
コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず、がれき類。
保管上限 119. oorrf

森積保1
茅部郡森町字赤井川19 7番地1
44. OOrrf

施設の種類
設置場所

認
·廃プラスチック類、 金属くず、 ガラス＜

す、 コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず（水銀
使用製品産業廃棄物を含む。）。
保管上限 1. 6 1 7 nf

森積保2
茅部郡森町字赤井川19 7番地1
5. 0 0 m2 

施設の種類
設置場所

闘
．汚泥、 廃プラスチック類、 金属くず （水銀

使用製品産業廃棄物を含む。） 。
保管上限 0. 207rrf 

森積保3
茅部郡森町字赤井川19 7番地1
1. o o m

2 

施設の種類
設置場所

霜
・廃プラスチック類、 木くず、繊維くず、 ゴ

ムくず、 金属くす、 ガラスくす、 コ ンクリ
ー トくず及び陶磁器くず、がれき類。
保管上限 104. 12rrf 
高さ 1. 9 6 m 

森積保4
茅部郡森町字赤井川19 7番地1
106. 09rri

以下余白。

令和7年(20 2 5年） ー月 7 日 許可証書換交付（積替保管施設の変更） （石狩振興局）




